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キキクルの 危険度と 避難行動

避難するときは…
■問合せ　危機対策課　☎２３－２２１５

災害時に逃げ遅れないために
マイ ･ タイムライン  を作成しよう

分散避難 にご協力ください

※マイ･タイムライン
 災害時に行う
避難行動など
をまとめた計
画表

①知る
　 防災マップ等を活用し、

自宅周辺の災害リスク･
近くの避難所を確認

③実践
　 作成したマイ･タイムラインを使い、

避難時の持ち物･避難所までの移動
を実践してみよう。

②備える
　自分だけのマイ･タイムラインを作成
　◦避難するタイミング　◦持ち物
　◦避難所までの移動方法･時間

　台風･豪雨による３つの災害リスクを、地図
上でリアルタイムに確認できる「キキクル」。
　洪水災害は、現在地の雨量ほか、
上流･流域の雨量も影響されます。
　情報収集を行い、災害別の適切
な避難行動につなげましょう。

◦防災マップを確認し、自宅が安全か確認しよう。
◦浸水･土砂災害の危険がない、安全な場所へ避難
　⇒ 避難所のほか「分散避難」にご協力ください。

自宅 ホテル親戚･知人宅 安全な場所
での車中泊

大雨 ･ 洪水時の災害
｢キキクル｣ で危険度を確認

災害切迫

危険

警戒

注意

緊急安全確保
すぐに身の安全を確保

避難指示
危険な場所からすぐに避難

高齢者等避難
高齢者･障がい者等は避難開始

避難行動の確認
避難先･避難経路等を確認

今後の情報等に注意

土砂災害

洪水害浸水害

▶対象　倒壊により通学児童等に危険が及ぶ恐れがある塀
　　　　(組積造・補強コンクリートブロック造)
▶申込期間　11/8(金)まで ※土日祝除く
　　　　　　※上限額になり次第締切
▶助成額　下記のどちらか低い金額(上限10万円)
　　　◦撤去工事費の2/3以内の額(1,000円未満切捨)
　　　◦撤去する塀の延長×1ｍあたり15,000円×2/3

▶問合せ　都市建設課　☎２３－７０３２

危険ブロック塀撤去費 助成

大変なことになる前に
身近な人と身の回りを
確認してみませんか。

となりの
まちから
from日立市
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暮らしの情報暮らしの情報
生ごみ減量化 費用一部助成生ごみ減量化 費用一部助成

　電動式生ごみ処理機・コンポスト・発酵促進剤の
費用の一部を助成します。
▶対象　下記の要件をすべて満たす人
　◦市内に住所を有し、居住している
　◦たい肥化したものを自家処理できる
　◦市税等の滞納がない
　◦ 当該補助金を受けたことがない または交付か

ら５年経過している (発酵促進剤を除く)
▶申込方法　 環境市民協働課にある申込書を記入

し、商品(型番等)が分かる領収書(レシー
ト不可)を添付して環境市民協働課へ

　　　　　　※印鑑・振込先口座が必要です。
▶問合せ　環境市民協働課　☎２３－７０３１

水道メーター交換水道メーター交換

　水道メーターは、計量法で有効期限が８年間と定
められています。
　有効期限を迎える世帯に「水道メーター定期交換
のお知らせ」を配布し、指定工事業者が無料で交換
しますので、ご協力をお願いします。
※ 請負業者は、水道課が発行する身分証明書を携帯しています。
▶期間　９/２(月) ～ 14(土)
▶問合せ　水道課　☎２２－３６５２

県道高萩塙線県道高萩塙線
交通規制に関する説明会交通規制に関する説明会

　県道高萩塙線バイパス整備により、高萩清松高校
付近の市道（いわん坂）の通行方法が複数回切り替
わります。
　このため、今後の通行方法について説明会を開催
します。（来場した人から、順次説明）
▶日時　８/24(土)　14：00 ～ 15：00
▶場所　松岡地区公民館
▶問合せ　高萩工事事務所 道路整備第二課
　　　　　☎２２－２２２４

65歳以上65歳以上
路線バス運賃 半額助成路線バス運賃 半額助成

　助成を受けるには、バスカード（茨城交通）や回数
券（椎名観光）の購入が必要です。
　バスカードの出張販売は、下記のとおり。
　回数券は、購入前に生涯現役推進課で手続き後に
発行される証明書をお持ちの上、営業所やバス車内
でご購入ください。
　※「でんてつハイカード」払い戻し期限は９/30(月)まで。
▶日時　８/８(木)・31(土)　９：30～12：00
▶場所　総合福祉センター
▶問合せ　生涯現役推進課　 ☎２３－１１２５

オレンジカフェ・ほのぼのオレンジカフェ・ほのぼの

　地域の人・医療・福祉専門家が集まって楽しい時間
を過ごします。認知症・介護の相談もできます。
▶日時　８/19(月)　10:30 ～12:00
▶場所　高浜住宅集会室  　▶料金　無料
▶問合せ　高齢福祉課　☎２２－００８０

浄化槽 適正管理浄化槽 適正管理

　浄化槽を適切に管理しないと、故障・機能低下や、
悪臭・水質汚濁の原因となります。
　浄化槽を設置・使用している人は、義務付けられた
①～③を毎年実施しましょう。
①法定検査  浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、
　　　　　　きれいな水が放流されているかを検査(年１回）
②保守点検  機器の点検・調整・消毒剤の補給など

（年３～４回）
③清掃 浄化槽内にたまった汚泥などの抜き取り（年１回以上）
▶申込方法　(公社)県水質保全協会へ電話で申し込み。
　　　　　   ☎０２９－２９１－４０００
▶問合せ　県民生活環境部 環境対策課
　　　　　☎０２９－３０１―２９６６
　　　　　環境市民協働課　☎２３－７０３１

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。
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